
平成17年 度知床国立公園知床半島先端部地区作業部会(第2回)

議事概要

平成17年8月3日13：30

■

(座 長)

(森林管理局)

(事 務局)

これ から資料1に ついての検討 。最 初にP2～P4ま で。次にP5の 修 正案 、とい

うことでまずP2～P4ま で。修 正した箇所を中心 に検 討 したい。

P4:そ の他 の利 用 、「なお、航 空機の低 空飛行 は～」、前回のWGの ときにはモ

ーターパラグライダーについても検 討すべきという意見 が出ていたが
、この 中に

は出ていないが、理 由は?

前 回議 論 があった。P4、その他 の利用 は基 本計 画そのものを引用 したのでここ

は変更 できないと考 えている。航 空機 の関係だが、半 島先端部 の地域 について

は今の ところ利用 はされていないということだった。前回議 論したの はもう少 し手
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前 の脳 道 路 駆 であり、中央 部地 区 につし・ては 利用 がある模 様 ・先 端 部地・

区 については航 空機 の利用 は確認できなか ったので書 いては いない。

将 来的 にも入れないのか、そういう利 用があれ ばどうなのか?

Pgl中 央部 分 。アンダーラインで入れたのだが 、今書 かれている以外 の利用 形

ll翼灘雛盤麟罐灘職{灘糊
.れでいいか。1
要 するに基 本 緬 そのものの 抜粋 なのでし'じることはできないが・説 万の問1

題 。※ 印を付 けるなど、書 き方 の 問題 。これを踏まえたという言 い方 にすればいi

いと思う。

私 も そ う思 つ 。吾 さ 刀 ω 監 哩 じ刀 パ ー ℃己 厄)。

完 成版 イメージ案。抜粋 箇所を明確 するということでは、フォントを変 えて書陪て

いる6明 確 にや っていく。

この 問 題 は それ でよい か 。1凹一・i

離鷺 簾 欝離編 忌騨;欝 細
・関する・とが魯 い・ある・なぜ ここの情報収 集が 肖ll除されたのか・1

基 本原 則に持 っていった。

子荊.渥絡 んで餐 全管理 の事 項 。全て(事 前準 備)と 書 いてあるが、ヒグマ対 策の

中 身がP6で は事前準 備 、P7上 段では対 応 について書 いてある。安全 管理 にi

関する事 項をいえば事前 のことを書 いているが 、ヒグマ対 策 以外 の事 後対 応を

同じように記述 すべきではないか と思う。安 全 管理 の事 項 はリスクマネージメン

トと絡 んでくる部 分で、それを入 れるのであれ ば事前 対 応 と、もしもそうなったら.

どうしますか、どうしますよというのを併 艶すべき。ヒグマに書 いてあるなら同じよ}

うに事後 の対応 について若 干 の基本 的な考 えを整備 し・先 端 部地 区について・1

もし・ういう状況に雛 らどうすれば・'い罐 本的なことを述べるのが良し'のi

ではないカ㌔1

どうだろうか。

確認 。例えば事 故が起きたときにはどうするのか というような内容 ということか?:

海難 事故 と遭難 事 故が考 えられるが 、その 場 合 の連絡 などは本 人も分 かっで

いるだろうが、事前 準備に書 いてあるのであれ ば後の対 応も書 いておくぺき。事

前 準備 の後 ろに安全 管理 、どうしなさいというのを書 いておいたほうが いい。

良く分 かるが 澗 題はこの利用 の心 そ尋の 中でどこまで表現 できるかということで'

あり、書 くのは難 しい。行 政 区分 や警 察など、それは事前 レクチャーの 中で伝達.

した方 が良いと思われる。

であれ ばレクチヤーで、と明記したい。

内 容 によって検 討 したい。 、

i)P5=ア ンダー ライン、「次 の 事 項 を基 本 原 則 とし～ 」と書 いて あるが 、ここで言

わ なくてもいいの ではない か 。あえてここで言 う必 要 が あるの か 。
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ii)P9:そ の他 の一 番下 、「ルールを守 らない者 を～」について。これ については

報 告を受けて今後の対 策 に生かすということだと思うが 、あえて利 用 の心得 でこ

う書くの はどうだろうか。削除した方が良い。

iii)あるいは ～、または～などの文言 の整 理が必 要 。尊 守 は遵 守 と書 いておい

たぼうがいい。

iv)P7:ヒ グマ対策 の項 、「別途ホームページを設 け」とあるが、「別 途」が 多く使

われていて、見た人が 良く分か らないのでは。例 えば、環境 省のホームページに

あるヒグマに関する注意事 項を～とした方 が良いのではないか。

iv)に ついては 、各 ホームページで最 新 情報 を見うということを含ん でいるの で

はないか 。

そうであれば、その様 に書 くぺきでは。

ホームページは頻 繁に更 新されるので、今 はこうだということをなるべく確 かめた

方が 良いということと思う。

意 見 は分 かる。別途というのは利用 の心得 ではないので、整理 する。

最 新の情報 を見た方が得だというふうに書 いておいたほうが 良い。

新 しい情報 が出るということも含 めて、検討 ・整理 する。

要するにこれを読 んだ人が分 かるように書 いてもらえれば良 いということ。

それから「別途 」にこだわるが、野 営場についてはこの検討 会議 で別途 定めると

いうことか?

P5:基 本 原 則 の計 画 書 の 「別途 定 める様 式」について。中 身 はどういうもの

か?

ビジターセンター などへの計 画書 提 出 については、具体 的 にはまだ決 まってい

ない。これからどのような情報 が必要 なのかを検 討する。いつか ら具体 的 にやる

か となれぱ利 用の心 得 に従 って利 用 してもらう時 には準 備する。これが 成案 に

なって一般 の事 業者 などに配 布 してもらうときには計 画書 も定 めて整 理 してい

く。

その 内容はこの場で議論するのか?

今 のところは作業部会 で議論 してもらわなくても良いと思う。

中身については森林 管理局 にも関わるので、こちらにも遮絡 をほしい。

できるだけ別途 定めるという表現ではなく、計画書を出 してくれという書 き方 にし

てカッコ書きで完結する形 に書き直そうと思っている。9月 には内 容を示したい。

計画 書 を出 してそれ を見 て、これはやめてくれということにはならないと思 う。結

局 これ は誰がいつどの様 に立ち入っているのかということの 情報 を把握 ・確認 ・

収集 するためのものとなるのでは。森 林管理 局に連 絡もしたいし、必 要だと思 う。

だがいつまでに出せということは書 いていないのでその 日でも受理 せざるを得な

い。そこでダメというの はよほどひどくないと不可能。

半 島先端部 が利用 調整地 区 に指定 されれ ば、計画書も法 手 続 となるため、しっ

かり認 定手段 を考 える。ただ今 の段 階ではあくまでも任意 のため 、かなりトーン

ダウンした表現 にする必 要がある。

もっといいの は、ずっと前 に(時 期 が 問題 だが)、 ある程 度 期 間を置 いているの
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がべ,一 、.う 。を徹 底さ。れ ば良、、.数が多、な。。だとした・、あ・鯛 を蜜

らしてくれ とか 、これ は相 当前 から分 かっていないとコントロー ルできないが 、葛

のくらいのパーティーが 入るかやってみなくてはわからないかも知れない。そこま1

で見 越 しておく必要 があるのではないかと思う。I

P7=一 般 的事 項 、「土石 や植 物を採 取 したり～」について。公園 法の条文 を持ち

出すと、入ること自体が傷つけるということ1・なり・立ち入舶 体禁止になる・『

こを整理 しないと。1

もっとはづきり書 いてしまえばいいのではないか。1

自然 物へ の干 渉 という部 分。想定 していたのは意 識 的 、積 極 的な採 取 や傷剛

ける行 為 であるのでそのまま書 いた。心 得 案 にも自然 公園 法 に基づいて制 限さ'

れている行 為 やマナーに関する部 分もあるが 、基本 的 にはこれを読 む利用者が1

法律 で既 に規 制され ているのか 、マナーなのか は別 として、注意 すべき事 項等

を理解 してもらいたいということで書 いている。法律 上 での 整理 は明記 していな

い。.

公 園法 では意 織 的 かどうか は別に、損 傷 できないということになっている。それ

をどう整理 していくか。そこを整理 した方 が良いのではないか。

一般 的に山岳 地域も含めて利用者 は、登 山道周辺 に一 時 的に入ることもある。

麗諜農論篇痛諜茸欝膿高雛餐鶏課陰灘顕
うことは餓 的 に者 えて罪にはならなし・。分 けて書 くと灘 にな・てしまうので・.i

.の 程齢 表現で趣旨が分か・ていた鮒 るのではないかと思・ている・l

P7:一 般 的事 項 の原則 、「単独 行動 は避 けること」だけが生 き残っているが、寂1

しい感 じがする。文章 としてどこかに入 らないか?も う1つ 、外 来種について衣 服}

に付着 したものの除去 に努めると書いてあるが、実際 には難 しい。l

i)あ ちこちに「現状 程度 以下Jと 書いてあるが、現状 をいつと見るのか。

ii)騒 音 の 問題でP8の ヒグマとの遭遇接 近を避 けるためにはこの限 りではない

というの は 当たり前 ではないか。それ ばどう騒 いだって構 わないわ けで、あえて

入れなくても良いのではないか。

P8・蹄 トイ・の鋤 性という話があ・たが・世腿 産にも麟 され・何とh'判

効性 のあるものに手 だてを講じるべきでは 。

P7、野 生動 物への 干渉.ア マツバメ、イワツバメのzare期 間 中に立ち入 らないと1

書 いてあるが 、期間 を明示できないか?利 用者 は分か らない。1

専門 の方 に伺 いたい。

大まかには6月 ～8月 。

そのように書 いておこう。概ね、ということで。1

む しろ「繁 殖期 間中 」を削除してはどうか?1

そもそも入 らない方 が 良いのか、問題 はないのか 。1

現爽 には海岸 線を行 くのであれ ば接近 してしまう。1

なるべく遠 慮するとか 、どうしても通らなくてはならないときは静かに通 る、などあi

るのではないか 。
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「立ち入らない」ならば「繁殖期 間 中」を削除 して構 わない。

繁殖 地には立ち入 らない、と念の ために書 いておくということで具 体 的期 間は削

除。

P9:沿 岸 トレッキング利用 のザイルの回収 について。P10に も回収と書 かれてい

るが 、基本 的 にはザ イルを持ち帰 るの は普通 だと思 う。ザイル必 携 ということで

認めているということは岩 にハーケンを打 つことを想 定 しているが、その適 否は

どう考 えているか?

必ずしもハーケンを打 つような箇所 は想定 していない。斜面 が比較 的急 なところ

ではザ イルで木 の根 元 に巻い てといったこともあ り得 るということを想 定 してい

る。

設置 、というならハーケンということになるので、削 除してしまってはどうか?

現実 的 に固定 できる箇 所 は少ない。善意 での残置 はある。何もないのであれば

置 いていくことが多くなる。それ の対 策 は必要 。ハーケン以外 での 固定 方 法が

多いので、ハーケンにこだわる必要 はない。例 えば羅 臼側 の海岸部 の岩 はすべ

てしゅうかい岩でハーケンは打 てないため、殆ど木 に固定 している。

ハーケンを使 わないということを入れてはどうか?

それ は難 しいのではないか 。

使う人はいないと思うが。

ザイルは回収 することで良いのではないか。ザイル等 となっていることだし。

それ で良いのではないか。

(知床森林センター)土 石 や植物 を採取 してはならないというのは 、法 令 による禁止 事項 なので良 い

いが、利用 の心得で「関係法 令を遵 守 ～」というのを入れてはどうカ㌔

また、完成 イメージを見ると、このパンフレットは自然保 讃事務 所 名であるが 、利

用 適正 化検討 会議名ではないのか?

(座 長)検 討会 議で作るものではない。

(知床森林センター)環 境省 が作るのか?

(座 長)そ ういうこと。

(知床森林センター)連 名 の方が重みが出るのでは?

(事 務 局)

(座 長)

皆 さんに検 討 してもらい、国立 公園 の管理 者 ということで出 させ てもらう、という

のが分 かりやすい形 。広 報段 階で検 討会 議で決 めているというのを明らかにす

ることは可 能。

検 討 している修 正案を踏まえてこういう形 にしたい。これを実 際に発 行する段階

で、またご相談 するところもある、と考 えてもらって良いと思う。

(知床森林センター)大 勢 の皆 さんを取り込んで決 めてもらったので、それが一 般にも分かるようにし

た方 が良い。

(小林委員) i)イ メージ案の先端 部地 区に立ち入るためには～という箇所 。高 度な技術 ・体

力と書 かれているが、高 度な技 能(技 術 ・体 力 ・判 断)と したほうがいい。技 術と

体 力さえあればどこでも行 けると思 われてはいけない。

ii)事 前 にビジターセンター に、などという部 分 に「知 床 の 自然 条件 は刻 々と変

化 しているので」というようなニュァンスの表 現を入 れた方 が立ち寄 りが増える
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のではないか。

ここまでということで良いか。時 間が押 してきている。

P5:自 己 責任 。PIO;安 全管 理 。合わせた方が 良いのではないか。

i)前 回の 作 業部 会で羅 臼町 から現 在 行っている事 業の位 置付 けを明 確 にし

てほしいということで資料提 出したが職論 されなかったので再度提 出 した。

ii)羅 臼遊 漁船 釣 り部会 が 自主 ルールを作成 した。議論する時間 はないが、関

係者 と委 員の 皆様で後 で見 てほしい俺

rゴミは全 て持ち帰 らないこと」とあるが、これ は「ゴミは全て持ち帰 ることJの ミス

プリント。

羅 臼町か ら出た意 見の検 討が前 回も今 回も積 み残しとなったが、地 元では大き

な課 題だと思 っている。一般 の利 用 ではないゴミ拾 い等 について、一つの基 準

を関係機 関も含 め整理する必 要 があるのではないかということで提 起 してある。

細 かい晒 句 の修 正よりも、こういうことこそこの場 で議 論して、1つ の判断材 料に

していきたい。遊 魚 にういてもその考 え方 、内容 について斜 里側 にも関 わるの

で、同様 にこの様 な議 論の場を持ちたい。

羅 臼 町か ら出 た紙 にも書 いてあるが 、検 討 会議 、作 業 部会 での議 論 が 必要 と.

思 っている。作 業部 会をペースに臓 論 していくということは以前 説 明した通 り。す.

ぐということではないが、利用 圏 整地 区の検討 はいずれ具体 的に議 論 していく。

Pll;カ ヤックの関 係 。「別途 定め られた場所 」というのは検討するということか 、

どこか場 所 が決まっているということか 。ホロベツ河 口では2年 前 に定 置網 との.

トラブルがあり、その際 、出発 地 点について話 し合 いを持ち、できれ ばカヤックに.

ついては 多少 規 制してほしいという申し入れをしたことがある。ホロベツ河 口を

除いてほ しいという気持ちもある。潜水 もあるの で漁 業 との軋 礫 がある。我 々も.

努 力するが、回避してほしい。

まだ決まっていないので、十分 相談 して決めていきたい。1

膿 鷺 込みを避ける」1よ'「極力避ltる」では?他 の箇所は「極力避ける」とi

.れ はen_。 ・1

議事 録、発 言者の修 正が必要 である。

ここで議 論する問題ではないので、後 日事 務局 に連 絡 していただきたい。

P14:策 定の手 順で小WGで の検 討 とあるが、その具体的な構 成は?

来 週くらいに意見 募集 と考えているが、その意 見の内容 によってどの様 なメンバ

ーでのWGが 適 切かというのを考 えなくてはならない。従って今の時 点では決 め

ていない。修 正する必要 のある案件 について、関係する機 関と、或 いは場 合に

よって個 別 に実施するかも知れない。



(2)そ の他

◆知 床 における観 光船 の運航 に伴う野 生動 物 への影響 回避 の要請 の経過 報告(資 料4)

事 務 局説 明

要 請書 について、事 務所 から7月8日 に関係する観光船 事 業者に渡 した。斜 里側 の6業

者 については 、集 まってもらい、また、他 の2業 者 については個別 訪問 により、野 生動 物へ

の配 慮という観点 からの意 見交換を行った。

閉会

(文 賛1事 務 局)


